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１．趣旨・目的  

大学等における研究成果について企業等への技術移転を促進することは、新たな事業

分野の開拓や産業技術の向上、さらに大学等における研究活動を活性化させ、国民経済

の発展や学術の進展に寄与するものです。技術移転を効果的に促進するためには、技術

移転を担う人材の専門能力の向上や人的ネットワークの構築等が不可欠です。 

こうした中で、ＴＬＯ(技術移転機関）や大学等の研究支援組織は、産学連携の中核

機関として、大学等の研究成果の技術移転に取り組み、その過程において多くの技術移

転に関する知見を蓄積しているものと考えられます。これらの知見を技術移転人材の育

成に活用することは、より高度な技術移転人材の輩出に繋がるものと期待されます。 

本事業は、ＴＬＯや大学等の研究支援組織の有する知見を活用し、一連の技術移転業

務の実務ノウハウ（ライセンス契約等）をＯＪＴ等により習得することを目的とします。

そのうえで、ＪＳＴにおいて別途実施する目利き研修及び本研修を通して、ＪＳＴが掲

げる「目利き人材」を育成することを目指します。 

 

２．概要  

（１）公募・選定について 

＜対象機関＞ 

対象となる研修企画の応募機関は、承認・認定ＴＬＯ（技術移転機関）、及び大

学等です。 

より効果的な研修企画を実施するため、民間企業や自治体、個人等が協力し連

携して参画することができます。必要と認められる場合、ＪＳＴとの直接契約に

より、経費の一部を支出することができます。 

（留意事項） 

⚫ １つの機関が代表となる機関として応募できる提案企画は、１件です。 

＜選定予定件数＞ 

２件程度 （複数機関による共同提案は１件と数えます） 

＜スケジュール＞ 

募集期間：令和４年４月１１日（月）～令和４年５月２５日（水） 正午 

書類審査：令和４年５月下旬～６月（予定） 

結果通知：令和４年７月上旬（予定） 

 

＊予算の成立状況、新型コロナウィルスの状況等により、実施スケジュール・実

施内容等が、変更、調整となる場合があります。以下の科学技術振興機構（ＪＳ

Ｔ）ホームページＵＲＬ等で、最新情報を取得して下さい。また、企画提案書等

のダウンロードもこちらで行えます。 

https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/program/tt/koubo.html 
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（２）実施期間 

実施期間は原則として１年間。契約締結日～令和５年３月３１日です。 

なお、複数年度に亘る企画の場合、再提案・評価により、以後の継続実施を行うこ

ともできます。実施の際、不正等に対する改善策等を求めることや、中止、見直しを

行うことがあります。 

 

（３）企画の内容と支援 

本事業の趣旨を踏まえて、ＴＬＯや大学等の研究支援組織としてこれまで培ってき

た知見を活用し、優れた技術移転人材を効果的に育成し得る特色のある研修の企画を

ご提案下さい。 

実施に必要な経費については、提案企画に対する選定を経て契約締結後に、１件

当たり８,０００千円/年を上限として支援します。他の事業と連携して本事業を実施

する場合は、個別にご相談ください。 

【取り組み例】 

・ＴＬＯや大学等の研究支援組織における研修、ライセンスの成功事例をプロモー

ションビデオ等のコンテンツとして取りまとめ、教材等で活用する。 

・過年度の修了生を講師として、研修受講後どのように実践に活用しているか等に

ついて研修生と懇談する機会を設け、成果を最大化してゆく。 

・自治体、地域等におけるニーズを把握し、技術移転成果等活用するための意見交

換会等を企画開催する。 

・海外におけるイノベーション実現への取り組みについて、外国人講師によるオン

ライン講習会を開催する。 

（留意事項） 

⚫ 研修に関するより実践的な内容が含まれることが期待されますが、研修の内容や

形態（集団・個別、対面・オンライン等の講義形態）に制限はありません。 

⚫ 実施内容の変更等は、ＪＳＴ等の了解を得てから、行って下さい。 

⚫ 研修生は、大学等に所属する技術移転に係るコーディネーター、URA、事務職員等

の職にある方を想定していますが、特に意欲のある方等を期待します。 

⚫ 研修生は、原則ＴＬＯや大学等の研究支援組織が募集選定するものとします。必

要によりＪＳＴの支援も予定します。ＴＬＯや大学等の研究支援組織はＪＳＴの

承認をもって研修生を決定します。 

⚫ 年度末に、ＪＳＴ指定様式の成果報告書を提出していただきます。 

⚫ ＪＳＴは、成果報告書に記載されている代表機関が研修生の習得状況を評価した

記録、代表機関の修了判定を基に修了認定し、修了証を発行します。 
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３．選定について 

（１）選定方法 

選定基準により、委員会にて、書類審査を予定しています。この結果を踏まえ、Ｊ

ＳＴが採択する機関を決定します。 

（２）選定基準 

選定基準は主に次の観点とします。 

① 取り組みの位置づけや内容が本募集の趣旨・目的に沿っているか 

② ＴＬＯや大学等の研究支援組織としてこれまで培ってきた知見を活用し、優れた

技術移転人材を効果的に育成し得る特色のある研修の企画になっているか 

③ 実施体制と経費が計画と整合し、実施可能性が高い企画になっているか 等 

（３）利害関係の排除と秘密保持 

公正性が保たれるよう、利害関係の排除を行い、審査過程での目的外使用、個人情

報等秘密は厳守します。 

 

４．応募方法 

 次に示す応募書類、募集期間、提出方法にしたがって提出してください。 

（１）応募書類 

次のＷｅｂサイトから様式をダウンロードしてください。 

https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/program/tt/koubo.html 

（２）募集期間 

令和４年４月１１日（月）～令和４年５月２５日（水）正午（予定） 

◎締め切り：令和４年５月２５日（水） 正午 厳守（予定） 

（３）提出方法 

申請書類は、ＰＤＦ形式へ変換のうえ、１つの電子メールに添付（５ＭＢ上限）

して次の宛先に提出してください。 

①宛先：国立研究開発法人科学技術振興機構  

科学技術イノベーション人材育成部 技術移転人材実践研修募集担当 

②提出先メールアドレス：t3course[at]jst.go.jp 

（[at]は＠に置き換えてください） 

③電子メールの件名：「【R4技術移転人材実践研修_応募書類】○○○」 

④添付ファイル名：「【R4技術移転人材実践研修_企画提案書】○○○」 

（○○○は代表機関名としてください。判別がつく簡潔な通称・略称でかまいま

せん） 

 

 

 

https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/program/tt/koubo.html
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（４）その他 

 応募の際は、以下の点に留意してください。 

○応募書類は、本様式（ワード）に日本語で入力（画像データの貼り付け可）し、

Ａ４判サイズ縦型横書で印刷できるＰＤＦデータとしてください。カラー、モノ

クロどちらでも構いませんが、モノクロの場合は内容が判読できるようにしてく

ださい。 

○郵送・持参・ＦＡＸによる申請書類の提出は受け付けませんが、電子メールでの

提出が困難な場合はご相談ください。 

○携帯電話・スマートフォンからの送信はしないでください。 

○提出された応募書類に不備がある場合、原則として受付ませんので、ご留意くだ

さい。 

 

５．企画の実施 

選定された企画を提案した代表機関は、企画の具体的な計画内容（実施体制、研修カ

リキュラム、スケジュール、経費等）を記載した業務計画書を作成し、ＪＳＴに提出し

ていただきます。提出された業務計画書をＪＳＴが承認した後、契約を締結し、企画を

実施していただきます。実施の際、成果等最大限に活用されるよう努めていただきます。 

 

６．その他の留意事項 

研究倫理等の遵守について、代表機関、共同機関のご理解とご協力、研究倫理等の

遵守徹底をお願いいたします。以下のサイトをご参照ください。 

○ＪＳＴ「研究公正ポータル」：https://www.jst.go.jp/kousei_p/ 

○ＪＳＴ「研究倫理」：https://www.jst.go.jp/researchintegrity/index.html 

○文科省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」 

    ：https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

○文科省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」 

：https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

  

https://www.jst.go.jp/kousei_p/
https://www.jst.go.jp/researchintegrity/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
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７．お問い合わせ先 

〒102-8666 東京都千代田区四番町5-3 サイエンスプラザ 

国立研究開発法人科学技術振興機構科学技術イノベーション人材育成部 

技術移転人材実践研修募集担当 

Email：t3course[at]jst.go.jp  [at]は＠に置き換えてください。 

Tel：03-5214-8446 

受付時間：10:00～12:00／13:00～17:00 （土日祝祭日を除く）  

ホームページ： https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/program/tt/koubo.html 

※緊急の場合を除き、お問い合わせは極力電子メールでお願いします。 

※選定経過等に関しては、回答できませんので予めご了承下さい。 

 

 

  

mailto:t3course@jst.go.jp
https://www.jst.go.jp/innov-jinzai/program/tt/koubo.html
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（参考）支援対象となる経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業実施経費として計上できる例】 

・外注費（録画教材制作、データ分析、広報用ＨＰ開設、通訳、翻訳等の雑役務費。外

部に業務の一部を外注する場合の費用は、代表機関の負担対象費用の１／２以下まで） 

・企画の実施に必要な物品の借料（リース料、レンタル料） 

・外部関係者が出席する会議開催のための借料、会議費等 

・外部の技術移転人材（本研修の修了生を含む）とのネットワーク構築に係る旅費、謝金 

・物品の運搬、郵送およびデータ送信等のための通信運搬費 

・研修生の傷害保険料、損害賠償責任保険料等 

・テキスト、広報用チラシ、報告書の印刷製本費 

物品費
２０万円（税込）未満、または使用可能期間（耐用年数）が１年未満の物品の費用
を計上することができます。

人件費
企画を実施するにあたり、企画・運営に関わる要員の配置を適切に行い、それに応
じた費用を適切に計上してください。他の業務にも従事する要員については、費用
の按分を正しく考慮してください。

謝金
講師謝金等を計上できます。ただし、代表機関または実施協定を締結する共同機関
に雇用されている者（人件費支出対象者を含む）には、原則として謝金を支払うこ
とはできません。

旅費

公共交通機関の利用を原則とします。また国内及び海外渡航の旅費交通費は、下記
の条件の下、計上することが可能です。活動内容に即して適切に計上してくださ
い。なお、研修生の所属大学等機関への連絡体制を整える等、研修生の移動時の安
全管理に配慮してください。

（ⅰ）研修生に関する旅費
　代表機関の規程に従って計上してください。

（ⅱ）代表機関、共同機関の担当者や講師等に関する旅費
　企画実施に直接的に必要な旅費（講師を企画のために招聘する場合の旅費・滞在
費を含む）を計上できます。ただし、外国旅行、または海外の講師の招聘の場合
は、事前にＪＳＴに申請し協議する必要があります。

（ⅲ）ＪＳＴ開催のイベントへの参加旅費
　ＪＳＴから出席を依頼するイベントに参加するための旅費を計上できます。

その他 企画の実施に直接的に必要な経費を計上できます。

一般管理費

事業実施経費総額に対して一般管理費率を乗じた額とします。その一般管理費率
は、実施協定を締結した代表機関または共同機関の規定がある場合はその規定と１
０％を比較していずれか低い率とし、実施協定を締結した代表機関または共同機関
の規定がない場合は直近の財務諸表の一般管理費率と１０％と比較していずれか低
い率とします。

事
業
実
施
経
費


